
令和６年度

固定資産税（償却資産）申告の手引き

申告期限  令和６年１月３１日（水）

償却資産の申告は便利な電子申告をぜひご利用ください！

市税につきましては，平素から格別のご協力をいただき，厚くお礼申し上げます。

　さて，固定資産税は，土地・家屋のほか償却資産についても課税されます。償却資産の所
有者は，毎年 1月 1 日（賦課期日）現在，岡山市内に所有している償却資産の内容につい
て，市へ申告を行う義務があります。
　つきましては，この『申告の手引き』をご確認のうえ申告書を作成し，期限までに提出し
てくださるようお願いします。

●申告書は資産の所在する区ごとに作成し，課税管理課償却資産係へまとめて提出してくだ
　さい（区役所や市税事務所への提出ではありません）。

●申告書を郵送で提出される方で，受付印を押した控用の返送が必要な場合，提出用と控用
　を別々に綴じた上で，切手を貼った返信用封筒を同封してください。同封が無い場合は返
　送いたしかねます。なお，事務の都合上，返送までに長い場合で 2週間ほどお時間をいた
　だく場合がありますので，ご了承ください。

岡山市役所 財政局 税務部 課税管理課 償却資産係
〒700－8544
岡山市北区大供一丁目２番３号（分庁舎３階）
電話（086）803－1181

岡山市では，地方税ポータルシステム(eLTAX：エル
タックス)を利用して，インターネットによる申告を
受け付けています。
なお，サービスの利用方法などの詳細は，eLTAXホ
ームページをご覧いただくか，またはP１０に記載の
eLTAX ヘルプデスクまでお問い合わせください。

eLTAX地方税ポータルシステムサイト
https://www.eltax.lta.go.jp/

　  申告期限が近づくと，窓口が非常に混雑するため，
令和６年1月１９日（金）までの提出にご協力ください。

【申告書提出先・問い合わせ先】

（岡山市償却資産申告推進キャラクター）しょうちゃん ともこちゃん

エルタックス 検索
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